
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

警
察
官
職
務
執
行
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

一

サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
（
警
察
庁
長
官
が
指
名
す
る
一
定
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
警
察

官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
害
す
る
こ
と
そ
の
他
情
報
技
術
を
用
い
た
不
正
な
行
為
に

用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
等
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
電
気
通
信
等
（
以
下
「
加
害
関
係
電
気
通
信
等
」
と
い
う
。
）
を
認
め

た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
対
す
る
重
大
な
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
加
害
関
係
電
気
通
信
等
の
送
信
元
等
で
あ
る
電
子
計
算
機
（
以
下
「
加
害
関
係

電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
、
危
害
防
止
の
た
め
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
措
置
で

あ
っ
て
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
行
う
加
害
関
係
電
子
計
算
機
の
動
作
に
係
る
も
の
を
と
る
こ
と
を
命
じ
、
又
は
自
ら
そ

の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

加
害
関
係
電
子
計
算
機
が
国
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
相
当
な
理
由
が
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
加
害
関
係
電

子
計
算
機
の
動
作
に
係
る
一
に
よ
る
処
置
は
、
警
察
庁
の
警
察
官
で
あ
る
サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
に
限
り
、
と



る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
を
通
じ
て
、
外

務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
は
、
一
に
よ
る
処
置
を
と
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理

委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
危
害
防
止
の
た
め
に
は
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監

理
委
員
会
の
承
認
を
得
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
る
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

四

サ
イ
バ
ー
危
害
防
止
措
置
執
行
官
は
、
一
か
ら
三
ま
で
に
よ
る
措
置
等
の
実
施
に
つ
い
て
、
警
察
庁
長
官
又
は
警
視
総

監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
（
二
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
警
察
庁
長
官
）
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
）

一

内
閣
総
理
大
臣
は
、
重
要
電
子
計
算
機
（
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
に
規
定
す
る
重
要
電
子
計
算
機
の
う
ち
一
定
の
も
の
を
い
う
。
）
に
対
す
る
特
定
不
正
行
為
（
同
法
に
規
定
す
る
特
定



不
正
行
為
を
い
い
、
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
本
邦
外
に
あ
る
者
に
よ
る
特
に

高
度
に
組
織
的
か
つ
計
画
的
な
行
為
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
不
正
行
為
に
よ
り
特

定
重
大
支
障
（
重
要
電
子
計
算
機
の
機
能
の
停
止
又
は
低
下
で
あ
っ
て
、
当
該
機
能
の
停
止
又
は
低
下
が
生
じ
た
場
合

に
、
当
該
重
要
電
子
計
算
機
に
係
る
事
務
又
は
事
業
の
安
定
的
な
遂
行
に
容
易
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
支
障
が
生

じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
及
び
国
民
の
安
全
を
著
し
く
損
な
う
事
態
が
生
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
大

き
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
重
大
支
障
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
有
す
る
特
別
の
技
術
又
は
情
報

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
自
衛
隊
が
対
処
を
行
う
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
衛
隊
の
部
隊

等
に
当
該
特
定
不
正
行
為
に
よ
る
当
該
重
要
電
子
計
算
機
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
子
計
算
機
の
動
作
に

係
る
措
置
で
あ
っ
て
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
行
う
も
の
（
以
下
「
通
信
防
護
措
置
」
と
い
う
。
）
を
と
る
べ
き
旨
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

一
に
よ
り
通
信
防
護
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
は
、
警
察
と
共
同
し
て
当
該
措
置
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
警
察
官
職
務
執
行
法
の
必
要
な
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

自
衛
隊
又
は
日
本
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
使
用
す
る
一
定
の
電
子
計
算
機
を
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ



を
害
す
る
こ
と
そ
の
他
情
報
技
術
を
用
い
た
不
正
な
行
為
か
ら
職
務
上
警
護
す
る
自
衛
官
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
警

察
官
職
務
執
行
法
の
必
要
な
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
の
一
部
改
正
（
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
関
係
）

一

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
に
つ
い
て
、
本
部
長
は
内
閣
総
理
大
臣
、
本
部
員
は
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外

の
全
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
組
織
と
す
る
と
と
も
に
、
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
推

進
専
門
家
会
議
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
し
て
国
の
行
政
機
関
が
実
施
す
る
施
策
の
基
準
の
作
成
及
び
当
該
基
準
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推

進
並
び
に
国
の
行
政
機
関
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
状
況
の
評
価
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

内
閣
法
の
一
部
改
正
（
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
関
係
）



一

内
閣
官
房
に
、
内
閣
官
房
の
事
務
の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
関
す
る
も
の
等
を
掌
理
す
る
内
閣
サ
イ

バ
ー
官
一
人
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
情
報
処
理
の
促
進
に

関
す
る
法
律
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
、
内
閣
府
設
置
法
等
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
事
務
の
追
加
等
関

係
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七

条
関
係
）

第
六

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
附
則
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）


